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１【提出理由】

平成29年６月26日開催の当社第32期定時株主総会におきまして、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された日

平成29年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款の一部変更の件

①商号及び事業目的の変更

持株会社への移行に伴い、商号を「株式会社省電舎」から「株式会社省電舎ホールディングス」に

変更するととともに、事業目的に持株会社としての経営管理等の追加を行う。

②発行可能株式総数の変更

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、発行可

能株式総数を現行の4,920,000株から10,000,000株に変更する。

 

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役候補者のうち、１名が選任を辞退したため、取締役として、西島　修、中村　健治、川口　

智生、太鼓地　英史の４氏を選任する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件ならびに当該決議の結果

 

決議事項
賛成
(個)

反対
(個)

棄権
(個)

決議の結果

賛成比率(％)
(注３)

可否
(注１)

第１号議案 17,047 139 37 98.98 可決

第２号議案      

西島　修 17,100 119 4 99.29 可決

中村　健治 17,096 123 4 99.26 可決

福本　裕士 ― ― ― ― 選任辞退

川口　智生 17,086 133 4 99.20 可決

太鼓地　英史 17,087 132 4 99.21 可決
 

(注) １　決議事項が可決されるための要件

①第１号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主

の議決権の３分の２の賛成であります。

②第２号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成であります。

２　当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は27,014個であります。

３　賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）に対する割合であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決さ

れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を加算しておりません。

　

以上
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